
別紙1 
統合脅威管理UTMサービスの内容及び利⽤料⾦ 

1 当社は、統合脅威管理UTMサービスとして、次の各サービスを提供するものとします。 
- 次の表1-1に定める、ファイアウォール、URLプロファイリング、アプリケーション制御、侵

⼊防⽌システム（IPS）、アンチウィルス、データ漏洩防⽌（DLP）、およびアイデンティ
ティベースのセキュリティポリシーを機能として含む統合脅威管理UTM機器の貸与、設置及
び保守 

表1-1 

- 統合脅威管理UTM機器の稼働状況の監視 
- TiControllerによる機器情報、トラフィック、イベントの可視化、異常検知の⼀元管理とア

ラート通知、設定配信、稼働状況の監視、ファームウェア⾃動更新等 
- LAN⼯事及び取付その他のハードウェア設定 
- 店舗オペレーションに関する指導 
- 本サービスに関するお問い合わせ対応 

➢ 対応時間：平⽇9:00〜18:00（祝⽇除く） 
➢ ⽅法： 次の表1-2による。 

表1-2 

➢ 問い合わせ先： 
株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ 
〒⁄¤‹-››fi⁄ 
東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント 6F 

2 統合脅威管理UTMサービスの契約者は、本契約に際し、次の各号に定める料⾦を、当社に⽀
払わなければなりません。 

(1)システム登録料は、1拠点ごとに、30,000円とします。ただし、本サービスの他のサービ
スと併せて契約する場合、契約するサービスのうち⼀つにのみ適⽤されるものとし、複数

種類 型番 税抜⽉額利⽤料
CheckPoint UTM C P A P - SG ⁄ ‹ ¤ ‹ - P r o -

NGTP-‹Y
9,500円

メール support-axcs@abdi.co.jpまでメールください。

電話 03-6261-7010までお電話ください。 
ガイダンスが流れますので「6番(その他)」を選択し、 
「AXCSについての問合せ」とお伝えください。

オンラインミーティング ご要望に応じて適宜設定致します。



サービスに対して重複して請求されることはありません。 
(2)システム利⽤料は、統合脅威管理UTM機器1台ごとに、上記表1-1に定めるとおりとしま

す。 
(3)システムサポート保守費⽤は、1拠点ごとに⽉額5,000円とします。 

3 当社は、前項に定める⽅法により算定された料⾦に、消費前及び地⽅消費税その他の公租公
課を加算し（1円未満の端数は切上げ。以下同様とします。）、契約者に対して請求書を発⾏する
ことにより、請求します。 
4 契約者は、前項の請求書に基づき請求された⾦額を、請求書発⾏⽉の翌⽉末までに、当社が
指定する銀⾏⼝座への振込み⼜は当社が指定する⽅法により⽀払うこととします。なお、当該⽀
払に係る⼿数料は契約者の負担とします。 



別紙2 
Security-HUBサービスの内容及び利⽤料⾦ 

1 当社は、Security-HUBサービスとして、次の各サービスを顧客に対して提供するものとし
ます。 
- 次の表2-1に定める、ランサムウェアの隔離及び拡散防⽌を機能として含むSecurity-HUB機

器の貸与、設置及び保守 
表2-1 

- Security-HUB機器の稼働状況の監視 
- TiController による機器情報、トラフィック、イベントの可視化、異常検知の⼀元管理とア

ラート通知、設定配信、稼働状況の監視、ファームウェア⾃動更新等 
- LAN⼯事及び取付その他のハードウェア設定 
- 店舗オペレーションに関する指導 
- Security-HUBサービスに関するお問い合わせ対応 

➢ 対応時間：平⽇9:00〜18:00（祝⽇除く） 
➢ ⽅法： 次の表2-2による。 

表2-2 

種類 型番 税抜⽉額利⽤料
10ポートセキュリ
ティスイッチ

T i F R O N T -
CSï¤⁄›G

7,700円

28ポートセキュリ
ティスイッチ

T i F R O N T -
CSïfiïñGX

9,600円

10ポートセキュリ
テ ィ ス イ ッ チ
（PoE）

T i F R O N T -
CSï¤⁄›GXP

8,600円

28ポートセキュリ
テ ィ ス イ ッ チ
（PoE）

T i F R O N T -
CSïfiïñGXPE

10,200円

28ポートセキュリ
テ ィ ス イ ッ チ
（PoE）

T i F R O N T -
CSï¤ïñGXP

9,600円

28ポートPoEスイ
ッチ

T i F R O N T -
CSïïïñGXP

3,000円

メール support-axcs@abdi.co.jpまでメールください。



➢ 問い合わせ先： 
株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ 
〒⁄¤‹-››fi⁄ 
東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント 6F 

ï Security-HUBサービスの契約者は、本契約に際し、次の各号に定める料⾦を、当社に⽀払わ
なければなりません。 

(1)システム登録料は、1拠点ごとに、30,000円とします。ただし、本サービスの他のサービ
スと併せて契約する場合、契約するサービスのうち⼀つにのみ適⽤されるものとし、複数
サービスに対して重複して請求されることはありません。 

(2)システム利⽤料は、Security-HUB機器1台ごとに、上記表2-1に定めるとおりとします。 
(3)システムサポート保守費⽤は、1拠点ごとに⽉額5,000円とします。 

3 当社は、前2項に定める⽅法により算定された料⾦に、消費前及び地⽅消費税その他の公租公
課を加算し（1円未満の端数は切上げ。以下同様とします。）、契約者に対して請求書を発⾏
することにより、請求します。 

4 契約者は、前項の請求書に基づき請求された⾦額を、請求書発⾏⽉の翌⽉末までに、当社が
指定する銀⾏⼝座への振込み⼜は当社が指定する⽅法により⽀払うこととします。なお、当
該⽀払に係る⼿数料は契約者の負担とします。 

電話 ›¤- fiïfi⁄-ò›⁄›までお電話ください。 
ガイダンスが流れますので「6番(その他)」を選択し、 
「Security-HUBについての問合せ」とお伝えください。

オンラインミーティング ご要望に応じて適宜設定致します。



別紙3 
Security-WiFiサービスの内容及び利⽤料⾦ 

1 当社は、Security-WiFiサービスとして、次の各サービスを顧客に対して提供するものとし
ます。 
- 次の表3-1に定める、ランサムウェアの隔離及び拡散防⽌を機能として含むSecurity-WiFi機器

の貸与、設置及び保守 
表3-1 

- Security-WiFi機器の稼働状況の監視 
- TiController による機器情報、トラフィック、イベントの可視化、異常検知の⼀元管理とア

ラート通知、設定配信、稼働状況の監視、ファームウェア⾃動更新等 
- LAN⼯事及び取付その他のハードウェア設定 
- 店舗オペレーションに関する指導 
- Security-WiFiサービスに関するお問い合わせ対応 

➢ 対応時間：平⽇9:00〜18:00（祝⽇除く） 
➢ ⽅法： 次の表3-2による。 

表3-2 

種類 型番 税抜⽉額利⽤料
Ruijieルータ RG-EG‹ï⁄›-JP 1,700円

セキュリティAP（Wi-
Fifi）

TiFRONT-CA⁄››ùC 5,800円

セキュリティAP（Wi-
Fi‹）

TiFRONT-CA⁄››ïC 3,300円

Ruijie Wi-Fi AP（Wi-
Fifi屋外型）

RG-APfiñ›-CD-JP 2,800円

Ruijie Wi-Fi AP（Wi-
Fifi）

RG-APñ‹›-I-JPVï 2,600円

Ruijie Wi-Fi AP（Wi-
Fifi ï.‹G光）

RG-APñï›-I 1,400円

Ruijie Wi-Fi AP（Wi-
Fifi ‹G光）

RG-APññ›-AR 2,700円

メール support-axcs@abdi.co.jpまでメールください。

電話 ›¤-fiïfi⁄-ò›⁄›までお電話ください。 
ガイダンスが流れますので「6番(その他)」を選択し、 
「Security-WiFiについての問合せ」とお伝えください。



➢ 問い合わせ先： 
株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ 
〒⁄¤‹-››fi⁄ 
東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント 6F 

ï Security-WiFiサービスの契約者は、本契約に際し、次の各号に定める料⾦を、当社に⽀払わ
なければなりません。 

(1)システム登録料は、1拠点ごとに、30,000円とします。ただし、本サービスの他のサービ
スと併せて契約する場合、契約するサービスのうち⼀つにのみ適⽤されるものとし、複数
サービスに対して重複して請求されることはありません。 

(2)システム利⽤料は、Security-WiFi機器1台ごとに、上記表3-1に定めるとおりとします。 
(3)システムサポート保守費⽤は、1拠点ごとに⽉額5,000円とします。 

3 当社は、前2項に定める⽅法により算定された料⾦に、消費前及び地⽅消費税その他の公租公
課を加算し（1円未満の端数は切上げ。以下同様とします。）、契約者に対して請求書を発⾏
することにより、請求します。 

4 契約者は、前項の請求書に基づき請求された⾦額を、請求書発⾏⽉の翌⽉末までに、当社が
指定する銀⾏⼝座への振込み⼜は当社が指定する⽅法により⽀払うこととします。なお、当
該⽀払に係る⼿数料は契約者の負担とします。

オンラインミーティング ご要望に応じて適宜設定致します。


